
 

大 分 地 方 最 低 賃 金 審 議 会 

議 事 次 第 

 

 

 

１ 開催日時  令和５年 10月 25日（水）午後１時 30分から 

  

 

２ 開催場所  大分労働局 大分第二ソフィアプラザビル４階会議室 

           （大分市東春日町 17番 20号） 

                 

 

３ 議  題  

 

（１）令和５年度大分県特定最低賃金の審議状況について 

（２）令和５年度大分県特定最低賃金専門部会報告について 

（３）大分県自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業，  

舶用機関製造業最低賃金の審議について 

（４）令和５年度大分県特定最低賃金の改正決定について（答申） 

（５）その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

大分地方最低賃金審議会資料 

（令和５年 10月 25日） 

 

 

資料 

 №１･･･  令和５年度特定最低賃金審議結果（大分） 

 

№２･･･ 特定最低賃金専門部会報告（写） 

 

 №３･･･ 特定最低賃金の改正決定について（答申）（写） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



申出 諮問 専決 専決 発効
ｹｰｽ別 月日 月日 状況 適用 状況 月日

鉄 鋼 業 協 8.28 10.17 1,053 43 4.26 ○ （６－５） ― 12.25

非 鉄 金 属 製 造 業 協 8.28 10.12 1,005 40 4.15 ○ （６－５） ― 12.25

公 8.28 10.16 941 45 5.02 〇 （６－５） ― 12.25

協 8.28 10.18 951 35 3.82 ● 無 可決 12.25

自動車（新車）小売業 公 8.28 10.23 942 40 4.43 ○ （６－５） ― 12.25

  注)  申出ケース別欄 協は労働協約ケースを、公は公正競争ケースを示す。
       専 決 状 況 欄

       本 審 状 況 欄 （６－５）は最低賃金審議会令第６条５項の適用を示す。

電子部品・デバイス・電
子回路、電気機械器具、
情報通信機械器具製造業

自動車・同附属品製造
業、船舶製造・修理業，
舶用機関製造業

専門部会の議決が、○：全会一致、●：使用者側反対（◐：一部反対）、▲：労働者側反対（◭：一部反対）を示す。

令和５年度　　特　定　最　低　賃　金　審　議　結　果
大分労働局

件       名 最低賃金額 引上額 引上率
本審状況



 

 

令和５年 10月 17日 

 

 

大分地方最低賃金審議会 

      会長 井田  雅貴   殿 

 

大分地方最低賃金審議会 

大分県鉄鋼業最低賃金専門部会 

                       部会長 松隈 久昭 

 

 

 

大分県鉄鋼業最低賃金の改正決定に関する報告書 

 

 当専門部会は、大分地方最低賃金審議会において付託された大分県鉄鋼業最低賃金

の改正決定について、慎重に調査審議を重ねた結果、別紙のとおりの結論に達したの

で報告する。 

 なお、本件の審議に当たった専門部会の委員は、下記のとおりである。 

 

記 

（公益代表委員）  

部 会 長  松隈 久昭  大分大学経済学部 教授   

部会長代理  荒井 公美  特定社会保険労務士 

部会長代理  河野 憲嗣  大分大学経済学部 教授 

（労働者代表委員） 

首藤  征典    基幹労連大分県本部 事務局長 

田中 勝裕  アステック入江労働組合大分支部 支部長 

原口 享子  連合大分女性委員会 事務局長 

（使用者代表委員） 

岩田 成寿  (株)岩田鐵工所 代表取締役社長 

日野  雅章  日本製鉄(株)九州製鉄所 労政人事室長 

松尾  和彦  (株)上組大分支店 執行役員支店長 

 

          



 

別紙 

大分県鉄鋼業最低賃金 

 

１ 適用する地域 

   大分県の区域 

 

２ 適用する使用者 

   前号の区域内で鉄鋼業（製鉄業（高炉による製鉄業を除く。）、製鋼・製鋼圧延 

  業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同 

  じ。）又は純粋持株会社（管理する全子会社を通じての主要な経済活動が鉄鋼業 

に分類されるものに限る。）を営む使用者 

 

３ 適用する労働者 

前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 

（１）18歳未満又は 65歳以上の者 

（２）雇入れ後６月未満の者であって、技能習得中のもの 

（３）清掃又は片付けの業務に主として従事する者 

 

４ 前号の労働者に係る最低賃金額 

１時間 1,053円 

 

５ この最低賃金において賃金に算入しないもの 

   精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 

 

６ 効力発生の日 

   令和５年 12月 25日 

 

 



 

 

令和５年 10月 12日 

 

 

大分地方最低賃金審議会 

      会長 井田 雅貴  殿 

 

大分地方最低賃金審議会 

大分県非鉄金属製造業最低賃金専門部会 

                         部会長 清水 立茂 

 

 

 

大分県非鉄金属製造業最低賃金の改正決定に関する報告書 

 

 当専門部会は、大分地方最低賃金審議会において付託された大分県非鉄金属製造業

最低賃金の改正決定について、慎重に調査審議を重ねた結果、別紙のとおりの結論に

達したので報告する。 

 なお、本件の審議に当たった専門部会の委員は、下記のとおりである。 

 

記 

（公益代表委員）  

部 会 長  清水 立茂  弁護士 

部会長代理  井田  雅貴  弁護士・社会保険労務士 

部会長代理  田中  朋子  弁護士 

 

（労働者代表委員） 

二宮  研介  連合大分 副事務局長 

羽田 徹     西日本電線労働組合 執行委員長 

姫野 琢哉  ＪＸ金属労働組合佐賀関支部 書記長 

（使用者代表委員） 

大塚  浩    大分県商工会議所連合会 専務理事 

木下 正文    西日本電線（株）常務取締役 

久甫 望   JX金属製錬(株)佐賀関製錬所 副所長(兼)総務部長 

 

 

 



 

 

別紙 

大分県非鉄金属製造業最低賃金 

 

１ 適用する地域 

   大分県の区域 

 

２ 適用する使用者 

   前号の区域内で非鉄金属製造業（非鉄金属・同合金圧延業（抽伸，押出しを含     

  む）、非鉄金属素形材製造業（非鉄金属鍛造品製造業を除く。）及びこれらの産業 

  において管理，補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。）又は純粋持株 

  会社（管理する全子会社を通じての主要な経済活動が非鉄金属製造業に分類され 

  るものに限る。）を営む使用者 

 

３ 適用する労働者 

   前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 

（１）18歳未満又は 65歳以上の者 

（２）雇入れ後６月未満の者であって、技能習得中のもの 

（３）清掃又は片付けの業務に主として従事する者 

 

４ 前号の労働者に係る最低賃金額 

１時間 1,005円 

 

５ この最低賃金において賃金に算入しないもの 

   精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 

 

６ 効力発生の日 

   令和５年 12月 25日 

 

 



 

（朝雄(案)あああ（案）       

令和５年 10月 16日 

 

  

大分地方最低賃金審議会 

      会長  井田  雅貴  殿 

 

   大分地方最低賃金審議会 

大分県電子部品・デバイス・電子回路、 

電気機械器具、情報通信機械器具製造業

最低賃金専門部会 

                         部会長 下田  憲雄 

 

 

  大分県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報 

通信機械器具製造業最低賃金の改正決定に関する報告書 

 

当専門部会は、大分地方最低賃金審議会において付託された大分県電子部品・デバ

イス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金の改正決定につい

て、慎重に調査審議を重ねた結果、別紙のとおりの結論に達したので報告する。 

 なお、本件の審議に当たった専門部会の委員は、下記のとおりである。 

 

記 

（公益代表委員）  

部 会 長  下田  憲雄  大分大学 IRセンター長 

部会長代理  荒井 公美  特定社会保険労務士 

部会長代理  河野  憲嗣  大分大学経済学部 教授 

 

（労働者代表委員） 

藤本 雅史  連合大分 事務局長 

松下 正芳   アムコー・テクノロジー・ジャパン労働組合 

中央執行委員長 

山田 功一  電機連合大分地方協議会 事務局長 

（使用者代表委員） 

         阿知波孝典  REALIZE(株) 取締役常務執行役員 

石井 四郎  (株)デンケン 代表取締役会長          

         藤野 久信  大分県経営者協会 専務理事 



 

別紙 

大分県電子部品・デバイス・電子回路、電気 

機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金 

 

１ 適用する地域 

   大分県の区域 

 

２ 適用する使用者 

   前号の区域内で電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業 

  （医療用計測器製造業（心電計製造業を除く。）及び当該産業において管理,補助 

  的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。）、情報通信機械器具製造業又は純粋 

  持株会社（管理する全子会社を通じての主要な経済活動が電子部品・デバイス・ 

  電子回路製造業、電気機械器具製造業又は情報通信機械器具製造業に分類される 

  ものに限る。）を営む使用者 

 

３ 適用する労働者 

   前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 

（１）18歳未満又は 65歳以上の者 

（２）雇入れ後６月未満の者であって、技能習得中のもの 

（３）次に掲げる業務に主として従事する者 

  イ 清掃又は片付けの業務 

  ロ 手作業により又は手工具若しくは小型電動工具を用いて行う巻線、穴あけ、                  

   ねじ切り、かしめ、洗浄、電線はく離、塗油、取付け、バリ取り、組線、捺 

   印、はんだ付け、ラベルはり、選別又は検数の業務（これらの業務のうち流 

   れ作業の中で行う業務を除く。） 

  ハ 手作業で行う袋詰め、箱詰め又は包装の業務 

 

４ 前号の労働者に係る最低賃金額 

１時間 941円 

 

５ この最低賃金において賃金に算入しないもの 

   精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 

 

６ 効力発生の日 

   令和５年 12月 25日 

 



 

  

令和５年 10月 18日 

 

 

大分地方最低賃金審議会 

    会長 井田 雅貴 殿 

 

                  大分地方最低賃金審議会 

大分県自動車・同附属品製造業、船舶製造・ 

                 修理業，舶用機関製造業最低賃金専門部会 

                               部会長 荒井  公美 

 

 

 大分県自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業，  

舶用機関製造業最低賃金の改正決定に関する報告書 

 

 当専門部会は、大分地方最低賃金審議会において付託された大分県自動車・同附属

品製造業、船舶製造・修理業，舶用機関製造業最低賃金の改正決定について、慎重に

調査審議を重ねた結果、別紙のとおりの結論に達したので報告する。 

 なお、本件の審議に当たった専門部会の委員は、下記のとおりである。 

 

記 

（公益代表委員）  

部 会 長  荒井 公美  特定社会保険労務士 

部会長代理  田中  朋子  弁護士 

部会長代理  松隈 久昭  大分大学経済学部 教授 

（労働者代表委員） 

多々良哲也  臼杵造船労働組合 執行委員長 

三石 信義  ダイハツ九州労働組合 副執行委員長 

宮城 英伸  ＪＡＭ中央発条工業労働組合 執行委員長 

（使用者代表委員） 

坂本  進    中央発条工業(株) 取締役総務部長 

髙橋  基典  大分県商工会連合会 専務理事 

山本 勇一   (株) 臼杵造船所 代表取締役社長 



 

別紙 

大分県自動車・同附属品製造業、船舶 

製造・修理業，舶用機関製造業最低賃金 

 

１ 適用する地域 

   大分県の区域 

 

２ 適用する使用者 

   前号の区域内で自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業，舶用機関製造業 

  （船舶製造・修理業のうち木造船製造・修理業、木製漁船製造・修理業、舟艇製 

  造・修理業を除く。以下同じ。）、これらの産業において管理,補助的経済活動を 

  行う事業所又は純粋持株会社（管理する全子会社を通じての主要な経済活動が自 

  動車・同附属品製造業又は船舶製造・修理業，舶用機関製造業に分類されるもの 

  に限る。)を営む使用者 

 

３ 適用する労働者 

   前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 

（１）18歳未満又は 65歳以上の者 

（２）雇入れ後６月未満の者であって、技能習得中のもの 

（３）清掃又は片付けの業務に主として従事する者 

 

４ 前号の労働者に係る最低賃金額 

１時間 951円 

 

５ この最低賃金において賃金に算入しないもの 

   精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 

 

６ 効力発生の日 

   令和５年 12月 25日 

 

 

 

 

 

 



 

令和５年 10月 23日 

 

 

大分地方最低賃金審議会 

      会長 井田 雅貴  殿 

 

大分地方最低賃金審議会 

大分県自動車（新車）小売業 

最低賃金専門部会 

                    部会長 井田 雅貴 

 

 

 

大分県自動車（新車）小売業最低賃金の改正決定に関する報告書 

 

 当専門部会は、大分地方最低賃金審議会において付託された大分県自動車（新車）

小売業最低賃金の改正決定について、慎重に調査審議を重ねた結果、別紙のとおりの

結論に達したので報告する。 

 なお、本件の審議に当たった専門部会の委員は、下記のとおりである。 

 

記 

（公益代表委員）  

部 会 長  井田  雅貴  弁護士・社会保険労務士 

部会長代理  荒井 公美  特定社会保険労務士 

部会長代理  河野  憲嗣  大分大学経済学部 教授 

 

（労働者代表委員） 

芦刈  崇泰  ネッツトヨタ大分労働組合 副執行委員長 

鹿嶋 秀和  連合大分 副事務局長 

是枝 洋平  ホンダ販売労働組合 ホンダ四輪販売 

九州北支部 支部書記次長 

（使用者代表委員） 

岩尾 豊樹  大分県自動車販売店協会 専務理事 

神 昭雄   大分県中小企業団体中央会 専務理事 

挾間 陽   大分日産自動車(株) 取締役管理本部長 



別紙 

大分県自動車（新車）小売業最低賃金 

 

１ 適用する地域 

   大分県の区域 

 

２ 適用する使用者 

   前号の区域内で自動車（新車）小売業、当該産業において管理、補助的経済活 

  動を行う事業所又は純粋持株会社（管理する全子会社を通じての主要な経済活動 

  が自動車（新車）小売業に分類されるものに限る。）を営む使用者 

 

３ 適用する労働者 

前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 

   （１）18歳未満又は 65歳以上の者 

   （２）雇入れ後６月未満の者であって、技能習得中のもの 

   （３）清掃又は片付けの業務に主として従事する者 

 

４ 前号の労働者に係る最低賃金額 

１時間 942円 

 

５ この最低賃金において賃金に算入しないもの 

   精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 

 

６ 効力発生の日 

   令和５年 12月 25日 

 



 

令和５年 10月 17日 

 

 

 大分労働局長 

   佐藤  広道 殿 

 

 

                      大分地方最低賃金審議会 

                          会 長  井田 雅貴 

 

 

大分県鉄鋼業最低賃金の改正決定について（答申） 

 

 

 本審議会は、令和５年８月 28日付け大分労発基 0828第２号をもって諮問のあった

大分県鉄鋼業最低賃金の改正決定については、専門部会を設け慎重に審議を重ねた結

果、別紙のとおりの結論に達したので答申する。 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 

大分県鉄鋼業最低賃金 

 

１ 適用する地域 

   大分県の区域 

 

２ 適用する使用者 

   前号の区域内で鉄鋼業（製鉄業（高炉による製鉄業を除く。）、製鋼・製鋼圧延 

  業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同 

  じ。）又は純粋持株会社（管理する全子会社を通じての主要な経済活動が鉄鋼業 

  に分類されるものに限る。）を営む使用者 

 

３ 適用する労働者 

   前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 

（１）18歳未満又は 65歳以上の者 

（２）雇入れ後６月未満の者であって、技能習得中のもの 

（３）清掃又は片付けの業務に主として従事する者 

 

４ 前号の労働者に係る最低賃金額 

１時間 1,053円 

 

５ この最低賃金において賃金に算入しないもの 

   精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 

 

６ 効力発生の日 

   令和５年 12月 25日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

令和５年 10月 12日 

 

 

 大分労働局長 

  佐藤 広道 殿 

 

 

大分地方最低賃金審議会 

                           会 長  井田 雅貴 

 

 

大分県非鉄金属製造業最低賃金の改正決定について（答申） 

 

 

 本審議会は、令和５年８月 28日付け大分労発基 0828第２号をもって諮問のあった

大分県非鉄金属製造業最低賃金の改正決定については、専門部会を設け慎重に審議を

重ねた結果、別紙のとおりの結論に達したので答申する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 

大分県非鉄金属製造業最低賃金 

 

１ 適用する地域 

   大分県の区域 

 

２ 適用する使用者 

   前号の区域内で非鉄金属製造業（非鉄金属・同合金圧延業（抽伸，押出しを含     

  む）、非鉄金属素形材製造業（非鉄金属鍛造品製造業を除く。）及びこれらの産業 

  において管理，補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。）又は純粋持株 

  会社（管理する全子会社を通じての主要な経済活動が非鉄金属製造業に分類され 

  るものに限る。）を営む使用者 

 

３ 適用する労働者 

   前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 

（１）18歳未満又は 65歳以上の者 

（２）雇入れ後６月未満の者であって、技能習得中のもの 

（３）清掃又は片付けの業務に主として従事する者 

 

４ 前号の労働者に係る最低賃金額 

１時間 1,005円 

 

５ この最低賃金において賃金に算入しないもの 

   精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 

 

６ 効力発生の日 

   令和５年 12月 25日 



 

 

令和５年 10月 16日 

 

 

 大分労働局長 

  佐藤 広道 殿 

 

 

大分地方最低賃金審議会 

                           会 長  井田 雅貴 

 

 

 大分県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報 

通信機械器具製造業最低賃金の改正決定について（答申） 

 

 

 本審議会は、令和５年８月 28日付け大分労発基 0828第２号をもって諮問のあった

大分県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低

賃金の改正決定については、専門部会を設け慎重に審議を重ねた結果、別紙のとおり

の結論に達したので答申する。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別紙 

大分県電子部品・デバイス・電子回路、電気 

機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金 

 

１ 適用する地域 

   大分県の区域 

 

２ 適用する使用者 

   前号の区域内で電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業 

  （医療用計測器製造業（心電計製造業を除く。）及び当該産業において管理,補助 

  的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。）、情報通信機械器具製造業又は純粋 

  持株会社（管理する全子会社を通じての主要な経済活動が電子部品・デバイス・ 

  電子回路製造業、電気機械器具製造業又は情報通信機械器具製造業に分類される 

  ものに限る。）を営む使用者 

 

３ 適用する労働者 

   前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 

（１）18歳未満又は 65歳以上の者 

（２）雇入れ後６月未満の者であって、技能習得中のもの 

（３）次に掲げる業務に主として従事する者 

  イ 清掃又は片付けの業務 

  ロ 手作業により又は手工具若しくは小型電動工具を用いて行う巻線、穴あけ、                  

   ねじ切り、かしめ、洗浄、電線はく離、塗油、取付け、バリ取り、組線、捺 

   印、はんだ付け、ラベルはり、選別又は検数の業務（これらの業務のうち流 

   れ作業の中で行う業務を除く。） 

  ハ 手作業で行う袋詰め、箱詰め又は包装の業務 

 

４ 前号の労働者に係る最低賃金額 

１時間 941円 

 

５ この最低賃金において賃金に算入しないもの 

   精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 

 

６ 効力発生の日 

   令和５年 12月 25日 

 



 

 

令和５年 10月 23日 

 

 

 大分労働局長 

  佐藤 広道 殿 

 

 

大分地方最低賃金審議会 

                           会 長  井田 雅貴 

 

 

大分県自動車（新車）小売業最低賃金の改正決定について（答申） 

 

 

 本審議会は、令和５年８月 28日付け大分労発基 0828第２号をもって諮問のあった

大分県自動車（新車）小売業最低賃金の改正決定については、専門部会を設け慎重に

審議を重ねた結果、別紙のとおりの結論に達したので答申する。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別紙 

大分県自動車（新車）小売業最低賃金 

 

１ 適用する地域 

   大分県の区域 

 

２ 適用する使用者 

   前号の区域内で自動車（新車）小売業、当該産業において管理、補助的経済活 

  動を行う事業所又は純粋持株会社（管理する全子会社を通じての主要な経済活動 

  が自動車（新車）小売業に分類されるものに限る。）を営む使用者 

 

３ 適用する労働者 

   前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 

（１）18歳未満又は 65歳以上の者 

（２）雇入れ後６月未満の者であって、技能習得中のもの 

（３）清掃又は片付けの業務に主として従事する者 

 

４ 前号の労働者に係る最低賃金額 

１時間 942円 

 

５ この最低賃金において賃金に算入しないもの 

   精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 

 

６ 効力発生の日 

   令和５年 12月 25日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


